
わ
が
国
に
佛
教
が
伝
来
し
て
以
来
、
寺
院
の
法
器
と
し
て
梵
鐘
は
多
く
の
民
衆
に

親
し
ま
れ
て
き
た
。
記
年
銘
を
有
す
る
最
古
の
も
の
は
京
都
府
「
妙
心
寺
鐘
」
（
京

都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
）
で
あ
り
「
戊
戌
年
（
六
九
八
）
四
月
十
三
日
」
と
あ

り
、
以
来
多
数
の
梵
鐘
が
製
作
さ
れ
、
今
日
に
残
き
れ
て
い
る
。
梵
鐘
に
は
研
究
上

ほ
う
じ
ゅ
り
ゅ
う
ず
か
さ

各
部
に
名
称
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
研
究
さ
れ
て
い
る
。
「
宝
珠
」
「
竜
頭
」
「
笠

ふ
た
じ
ょ
う
た
い
ひ
も
ち
ち
ま
い
け
ま
ぐ
さ
ま
じ
ゅ
う
た
い
つ
き
ざ

（
蓋
）
」
「
上
帯
」
「
紐
」
「
乳
」
「
乳
の
間
」
「
池
の
間
」
「
草
の
間
」
「
縦
帯
」
「
撞
座
」

ち
ゅ
う
た
い
こ
ま
つ
め
か
た
い

「
中
帯
」
「
駒
の
爪
」
「
下
帯
」
な
ど
で
あ
る
。
梵
鐘
の
研
究
に
つ
い
て
は
『
日
本
の

梵
鐘
』
（
昭
和
四
五
年
）
『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』
（
昭
和
四
七
年
）
『
朝
鮮
鐘
』
（
昭
和

四
九
年
）
『
侠
亡
鐘
銘
図
鑑
』
を
著
わ
き
れ
て
い
る
坪
井
良
平
氏
の
業
績
を
も
っ
て

完
成
し
た
と
い
え
る
。

本
学
所
蔵
の
梵
鐘
類
の
金
石
文
拓
本
は
約
二
○
○
点
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
平
成
六

年
度
予
算
で
若
干
を
掛
軸
及
び
額
装
仕
立
を
し
た
の
で
、
こ
の
中
の
国
宝
に
指
定
さ

れ
て
い
る
梵
鐘
の
拓
本
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
拓
本

は
じ
め
に 金

石
文
拓
本

ｌ
「
梵
鐘
」
資
料
に
つ
い
て
Ｉ

収
蔵
の
経
過
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

本
学
所
蔵
の
金
石
文
拓
本
は
日
本
の
部
の
拓
本
と
し
て
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
。

一
、
碑
石
類
一
五
八
点

二
、
墓
碑
銘
類
一
○
八
点

三
、
墓
碑
類
九
一
点

四
、
石
塔
姿
類
一
四
四
点

五
、
石
佛
造
像
銘
類
一
○
二
点

六
、
灯
篭
類
九
七
点

七
、
鐘
類
一
二
○
点

八
、
擬
宝
珠
金
具
類
六
四
点

九
、
鏡
類
二
○
二
点

十
、
銅
鉄
諸
器
類
四
二
点

合
計
一
、
二
一
八
点

中
国
関
係
拓
本
類

拓
本
の
収
蔵
経
過

角
田
芳

昭
一

一

四



和
鐘
の
形
状
和
鐘
は
普
通
青
銅
を
以
て
鋳
造
し
て
い
る
が
、
ま
れ
に
鉄
製
や
銀

製
も
あ
っ
た
と
記
録
に
あ
る
。
形
状
は
コ
ッ
プ
を
逆
に
し
た
よ
う
な
鐘
身
と
こ
れ
を

鈎
に
か
け
る
獣
頭
の
環
状
装
置
と
か
ら
な
る
。
祖
形
は
中
国
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

中
国
の
陳
宣
帝
太
建
七
年
（
五
七
五
）
十
二
月
九
日
在
銘
鐘
（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）

は
日
本
の
梵
鐘
と
同
形
式
で
あ
る
。
梵
鐘
は
仏
具
の
梵
音
具
に
属
し
、
日
本
の
各
寺

院
に
存
在
し
、
日
本
独
自
の
発
達
を
と
げ
た
。
部
分
の
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

り
ゅ
う
ず

竜
頭
…
最
上
部
の
環
状
を
な
し
て
い
る
部
分
で
、
二
個
の
獣
頭
か
ら
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
互
い
に
相
反
し
て
つ
な
が
り
環
状
を
な
し
、
そ
の
口
唇
の
部
分
で
梵
鐘
の
上

蓋
に
接
し
て
い
る
。
そ
の
双
頭
の
つ
な
が
っ
た
上
に
蓮
華
座
上
に
安
置
し
た
宝
珠
を

お
き
、
そ
の
宝
珠
を
囲
む
火
焔
が
翻
っ
て
上
で
尖
端
を
形
づ
く
る
。

か
さ
が
た
か
さ

笠
形
…
竜
頭
の
下
の
鐘
の
上
蓋
の
部
分
を
笠
ま
た
は
笠
形
と
い
う
。
ま
た
は
そ
の

龍
門
石
窟
資
料
七
四
六
点

こ
の
う
ち
日
本
の
拓
本
類
は
鏡
類
を
除
き
ほ
と
ん
ど
が
木
崎
愛
吉
氏
（
号
好
尚
）

手
拓
あ
る
い
は
寄
贈
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
木
崎
氏
は
大
阪
の
人
で
明
治
二
六
年

大
阪
朝
日
新
聞
の
記
者
と
な
り
、
の
ち
大
正
初
年
に
新
聞
社
を
離
れ
、
以
降
は
東
京

へ
移
っ
て
文
筆
を
専
門
と
し
た
。
『
大
日
本
金
石
史
』
（
大
正
一
○
年
）
『
大
阪
金
石
史
』

（
大
正
二
年
）
『
摂
河
泉
金
石
史
』
（
大
正
三
年
）
な
ど
の
大
著
を
著
わ
し
金
石
文

学
に
寄
与
し
た
。
こ
の
素
原
稿
と
な
っ
た
の
が
本
学
に
所
蔵
き
れ
て
い
る
多
数
の
金

石
文
拓
本
で
、
「
好
尚
所
拓
」
と
捺
印
が
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
著
書
を
発
行
後
懇
意

と
し
て
い
た
毎
日
新
聞
社
長
本
山
彦
一
氏
へ
譲
り
渡
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

梵
鐘
に
つ
い
て

形
状
か
ら
饅
頭
形
と
も
呼
ば
れ
る
。
無
地
な
の
を
通
例
と
す
る
が
、
稀
に
銘
の
一
部

が
施
き
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

じ
ょ
う
た
い
ち
ゅ
う
た
い
か
た
い

上
帯
・
中
帯
・
下
帯
…
鐘
を
一
周
す
る
帯
が
あ
り
、
上
部
の
も
の
を
上
帯
、
中

央
の
い
も
の
を
中
帯
、
下
部
の
も
の
を
下
帯
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
上
・
下
帯
の
間

じ
ゅ
う
お
び

を
縦
に
四
等
分
し
て
い
る
帯
を
「
縦
帯
」
と
い
う
。
上
帯
、
下
帯
と
に
は
文
様
の

あ
る
も
の
が
相
当
あ
り
、
鎌
倉
時
代
以
降
で
は
上
帯
に
飛
雲
文
と
、
下
帯
に
唐
草
文

を
容
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

ち
ま

ち

乳
の
間
…
上
帯
の
下
に
あ
る
長
方
形
の
区
画
、
周
囲
合
わ
せ
て
四
区
。
こ
れ
を
乳

ま

の
間
ま
た
は
乳
の
町
と
呼
ぶ
。
突
起
物
の
乳
が
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
四

磯
、

Ⅱ
…
り
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梵
鐘
の
銘
文
梵
鐘
に
は
銘
文
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
奈
良
・
平
安

時
代
の
鐘
に
は
銘
文
の
あ
る
も
の
は
少
な
く
、
銘
文
が
一
般
的
に
書
か
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
大
体
池
の
問
に
刻
さ
れ
て
お
り
、
銘
文

の
表
現
方
法
と
し
て
は
、
鋳
型
に
文
字
を
切
り
込
ん
だ
り
、
ま
た
は
木
製
雄
型
の
文

字
を
鋳
型
に
押
し
こ
ん
で
、
文
字
を
鐘
の
肌
に
浮
出
し
に
し
た
も
の
（
陽
刻
）
か
陰

刻
の
も
の
、
あ
る
い
は
陽
起
と
い
う
手
法
の
も
の
、
墨
書
も
時
に
は
あ
る
。
鎌
倉
時

代
の
中
期
以
降
は
陰
刻
が
多
く
、
桃
山
時
代
に
は
陽
鋳
の
銘
文
も
相
当
出
て
い
る
が
、

江
戸
時
代
に
は
大
多
数
が
陰
刻
の
も
の
と
な
る
。
銘
文
は
そ
の
施
さ
れ
た
時
期
に
よ

り
、
四
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。

原
銘
…
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
時
、
ま
た
は
そ
の
後
ま
も
な
い
時
期
に
施
さ
れ
た
銘
文
、

段
四
列
の
も
の
が
比
較
的
多
い
。

い
や
町
孝
一

池
の
間
…
乳
の
間
の
下
に
あ
る
ほ
ぼ
方
形
の
四
区
。
銘
文
は
主
と
し
て
こ
こ
に
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
よ
り
こ
こ
へ
銘
文
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

く
ぎ
ま

草
の
間
…
中
帯
の
下
、
下
帯
の
上
に
普
通
、
乳
の
間
よ
り
さ
ら
に
小
さ
な
区
画
が

あ
っ
て
草
の
間
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
名
の
起
源
は
「
唐
草
な
ど
の
文
様
を
口
辺
の
上

位
に
付
く
る
等
よ
り
唐
草
の
草
の
文
字
の
み
を
と
り
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
わ
れ
る
。

こ
ま
つ
め

駒
の
爪
…
鐘
の
下
端
を
一
周
し
て
い
る
相
当
幅
の
広
い
突
起
帯
を
駒
の
爪
と
い
う
。

駒
の
爪
の
下
面
は
普
通
鐘
の
内
面
か
ら
外
面
に
向
か
っ
て
緩
い
傾
斜
と
し
て
い
る
が
、

駒
の
爪
に
六
ケ
所
の
切
り
込
み
を
こ
し
ら
え
て
荷
葉
に
見
立
て
た
り
波
状
に
し
た
も

の
も
あ
る
。
こ
の
部
分
が
肥
厚
し
て
く
る
の
は
室
町
時
代
以
降
で
、
平
安
時
代
以
前

の
も
の
は
駒
の
爪
ら
し
く
ふ
く
れ
な
い
で
、
二
条
ま
た
は
三
条
の
紐
か
ら
で
き
て
い

る
こ
と
が
多
い
。

梵
鐘
銘
文
の
形
式
は
大
別
し
て
三
種
類
と
な
る
。
そ
の
第
一
種
は
最
も
完
備
し
た

形
式
の
も
の
で
「
序
」
と
「
銘
」
と
の
二
部
分
か
ら
な
る
。
「
序
」
の
部
分
で
は
鋳

鐘
発
願
の
趣
旨
、
寺
院
の
来
由
、
鋳
造
の
時
期
等
を
述
べ
、
あ
わ
せ
て
願
主
、
檀
家
、

鋳
工
な
ど
の
名
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
他
所
要
材
料
、
序
、
銘
の
撰
者
、
筆
者
な
ど

の
名
を
併
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
銘
」
の
部
分
は
通
例
韻
文
か
ら
な
り
、
佛
法
の

功
徳
、
撞
鐘
、
鋳
鐘
の
利
益
を
賛
嘆
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
銘
文
は
、
序
・
銘
の
区
別
な
く
、
単
に
紀
年
、
寺
名
、
願
主
、
檀
那
、
鋳

工
な
ど
の
名
を
記
す
ほ
か
、
発
願
の
趣
旨
ま
た
は
梵
鐘
の
功
徳
な
ど
を
述
べ
た
銘
辞

陽
鋳
銘
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。

追
銘
…
原
銘
を
施
さ
れ
た
鐘
に
、
後
に
な
っ
て
修
繕
、
所
在
地
の
移
転
、
所
有
者

交
替
等
の
事
由
、
顛
末
等
を
追
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
追
銘
は
こ
と
ご
と
く
陰
刻

で
あ
る
。

旧
銘
…
改
鋳
鐘
に
、
改
鋳
前
の
祖
鐘
に
施
き
れ
て
い
た
銘
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

記
し
て
い
る
も
の
を
旧
銘
と
呼
ぶ
、
時
に
は
旧
銘
と
と
も
に
、
改
鋳
時
の
銘
文
を
併

記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

あ
と後

銘
…
鋳
造
当
時
無
銘
で
あ
っ
た
鐘
に
、
相
当
時
間
を
経
て
か
ら
施
し
た
銘
文
を

い
う
。
鎌
倉
時
代
に
鋳
造
さ
れ
た
無
鐘
銘
に
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
施
し
た
銘
文
な

ど
の
例
が
あ
る
。
原
銘
と
追
銘
と
で
は
、
た
と
え
原
銘
が
陰
刻
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

書
体
が
違
い
、
刻
法
も
違
う
の
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
見
誤
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
原
銘
と
旧
銘
と
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

銘
文
の
形
式

一
一
一
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の
あ
る
型
式
。

第
三
の
銘
文
は
最
も
簡
単
な
も
の
で
、
単
に
紀
年
と
願
主
、
紀
年
と
寺
名
な
ど
最

少
二
要
素
か
ら
な
る
も
の
を
始
め
、
こ
れ
に
檀
那
、
鋳
工
な
ど
の
要
素
を
加
え
た
型

式
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
は
考
え
て
み
る
と
石
田
茂
作
氏
が
『
考
古
学
雑

誌
』
第
二
○
巻
第
七
号
（
昭
和
五
年
）
に
造
像
名
記
を
主
材
に
し
た
、
紀
年
銘
の
記

載
形
式
に
就
い
て
発
表
さ
れ
て
以
来
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
本

学
の
梵
鐘
資
料
も
こ
の
記
載
形
式
を
参
考
に
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
「
年
次
」
の
記
載
形
式
を
大
別
し
て
み
る
と
次
の
六
種
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。一

、
年
号
年
次
な
く
、
た
だ
干
支
の
み
の
も
の

二
、
干
支
な
く
年
号
年
次
の
み
に
よ
る
も
の

三
、
年
号
年
次
干
支
を
具
備
す
る
も
の
そ
の
㈲

四
、
年
号
年
次
干
支
を
具
備
す
る
も
の
そ
の
口

五
、
年
号
年
次
の
下
に
干
か
支
の
い
ず
れ
か
を
つ
け
た
も
の

六
、
年
号
と
干
支
の
み
を
記
し
、
年
次
を
あ
ら
わ
す
数
字
を
欠
く
も
の

以
上
の
六
種
に
そ
れ
ぞ
れ
内
訳
が
つ
き
、
そ
の
数
一
八
形
式
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が

で
き
る
。

一
の
用
例
と
し
て
は
、
古
来
よ
り
著
名
な
京
都
「
妙
心
寺
」
鐘
が
あ
る
。
銘
文
は

梵
鐘
の
内
面
に
下
端
か
ら
約
一
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
「
戊
戌
年
四
月
十

三
日
壬
寅
収
糟
屋
評
造
春
米
連
広
国
鋳
鍾
」
の
文
字
二
十
二
字
を
陽
鋳
し
て
い
る
。

戊
戌
年
は
文
武
天
皇
の
二
年
（
六
九
八
）
に
当
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
梵
鐘
に
お
い

か
す
や
の
こ
お
り
つ
こ

て
は
わ
が
国
最
古
の
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
糟
屋
評
造
、

つ
き
し
ね
の
む
ろ
じ
ひ
ろ
く
に

舂
米
連
広
国
が
発
願
者
の
名
と
も
鋳
物
師
の
名
と
も
い
わ
れ
、
続
い
て
今
後
の
研

究
が
必
要
で
あ
る
。
他
に
干
支
の
上
に
歳
次
、
歳
在
を
記
し
て
い
る
例
も
あ
り
三
形

式
と
な
る
。

二
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
年
号
制
定
後
に
お
け
る
紀
年
記
載
の
最
も

簡
単
な
形
式
で
あ
り
、
現
今
最
も
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
年
号
の
下
に

数
字
的
の
年
次
を
書
き
続
け
た
も
の
で
あ
る
。
福
井
県
織
田
神
社
「
神
護
景
雲
四
年
」

の
銘
が
こ
の
例
で
あ
る
。
他
に
年
号
の
下
に
第
の
字
を
加
え
て
い
る
場
合
が
あ
り
二

形
式
を
数
え
る
。

三
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
年
次
の
記
載
と
し
て
も
っ
と
も
詳
細
な
も
の

で
あ
り
「
歳
次
」
「
歳
在
」
「
歳
舎
」
「
大
歳
」
「
龍
集
」
等
の
字
句
の
使
い
方
に
よ
っ

て
数
通
り
分
け
ら
れ
る
。
奈
良
興
福
寺
「
神
亀
四
年
歳
次
丁
卯
…
…
」
銘
は
梵
鐘
銘

歳
次
の
最
古
の
用
例
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
こ
の
例
多
く
、
鎌
倉
時
代
頃
ま
で
こ
の

形
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
「
歳
在
」
は
奈
良
時
代
で
も
少
な
く
、
中
世
以
降
で
は

極
く
少
な
い
。
大
分
県
安
住
寺
の
「
文
和
二
年
歳
在
癸
巳
五
月
十
八
日
」
が
鐘
銘
で

は
最
古
と
思
わ
れ
る
。
「
歳
舎
」
は
戦
国
時
代
以
降
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
岐
阜
県

光
得
寺
「
天
正
歳
舎
丙
戌
仲
春
」
銘
の
例
が
あ
る
。
「
大
歳
」
又
は
「
大
才
」
と
記
し

て
お
り
室
町
時
代
以
降
は
ほ
と
ん
ど
使
用
き
れ
て
い
な
い
。
埼
玉
県
川
越
養
寿
院
鐘

「
文
応
元
年
総
…
…
」
が
こ
の
例
で
あ
る
。
歳
次
、
次
在
、
歳
舎
、
大
歳
等
と
か
く

と
こ
ろ
に
龍
集
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
愛
知
県
一
宮
市
天
祥
庵
「
享

徳
二
稔
龍
集
癸
酉
．
．
…
・
」
鐘
銘
は
最
古
と
思
わ
れ
る
。

四
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
歳
次
、
歳
在
、
歳
舎
、
大
歳
、
龍
集
等
の
文

字
を
用
い
る
こ
と
な
く
年
号
年
次
の
下
に
直
ち
に
干
支
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
文

字
の
配
列
に
よ
っ
て
五
種
に
分
け
ら
れ
る
。

一
一
七



①
島
各
県
鰐
淵
寺
の
「
寿
永
二
年
癸
卯
…
…
」
銘
で
は
年
号
年
次
干
支
と
を
同
じ

よ
う
に
書
き
下
し
た
も
の
で
、
平
安
鎌
倉
時
代
に
も
広
く
こ
の
形
式
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。

②
奈
良
県
吉
野
郡
廃
世
尊
寺
「
永
暦
元
年
噸
…
：
」
銘
の
よ
う
に
干
支
を
横
に
細

字
で
分
害
し
た
と
こ
ろ
が
前
者
と
異
な
る
。
こ
の
形
式
は
奈
良
時
代
に
は
少
な
く
鎌

倉
時
代
に
入
る
と
最
も
多
く
普
通
の
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

③
愛
知
県
一
宮
市
妙
興
寺
「
永
和
第
二
丙
辰
」
銘
の
よ
う
に
干
支
を
細
字
で
年
号

の
右
下
に
書
い
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
も
の
に
限
り
、
こ
の
紀
年
銘
は
ご
く

少
な
い
。

④
愛
知
県
岡
崎
市
法
蔵
教
寺
「
音
慶
長
十
七
王
子
暦
」
銘
の
よ
う
に
干
支
が
細
字
で

し
か
も
斜
め
に
分
書
し
て
い
る
。
こ
の
用
例
は
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て

多
く
そ
の
後
少
な
く
な
り
江
戸
時
代
に
又
多
く
の
用
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

⑤
こ
れ
ま
で
の
も
の
は
干
支
を
年
の
下
に
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
な
く
年
の

上
、
数
字
と
の
間
に
干
支
を
入
れ
た
も
の
が
あ
る
。
愛
知
県
法
蔵
寺
「
名
応
七
榧
年

霜
月
十
七
日
」
の
銘
で
、
室
町
時
代
に
こ
の
書
式
が
多
い
。
又
岐
阜
県
星
輪
寺
「
明

徳
壷
年
三
月
十
二
日
」
銘
の
よ
う
に
干
支
の
字
配
り
に
は
分
書
と
そ
う
で
な
い
も
の

と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
も
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

五
の
用
例
の
も
の
と
し
て
は
『
三
河
国
宝
飯
地
方
金
石
文
集
』
三
河
蒲
郡
町
天
桂

禅
院
「
承
元
巳
三
月
」
（
一
二
○
九
年
）
（
快
亡
鐘
）
銘
の
よ
う
に
年
号
年
次
に
支
の

み
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
学
鐘
銘
拓
本
に
は
例
が
な
い
。
ま
た
年
号
年
次
に
干

の
み
を
つ
け
た
も
の
の
用
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
飛
州
志
』
喚
鐘
、
飛
騨
高
山
宗
猷
禅
寺
「
文
明
十
一
年
己
永
六
月
吉
日
」
（
一
四

七
九
）
（
供
亡
鐘
）
こ
れ
ら
の
用
例
は
非
常
に
少
な
い
が
、
足
利
時
代
に
良
く
使
わ

’

れ
て
い
る
。

六
の
用
例
の
も
の
と
し
て
は
大
阪
府
柏
原
市
光
得
寺
「
干
時
寛
喜
己
丑
」
銘
、
新

潟
県
加
賀
田
氏
蔵
「
康
永
癸
未
五
月
」
銘
、
山
梨
県
栖
雲
寺
「
延
文
己
亥
季
冬
廿
日
」

銘
、
京
都
府
本
国
寺
「
文
禄
癸
巳
九
月
吉
辰
」
銘
等
で
あ
り
、
こ
の
用
例
は
各
時
代

に
わ
た
り
割
合
と
多
い
。

以
上
年
次
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
十
八
形
式
を
考
え
て
み
た
が
、
こ
の
他
に
次
の

よ
う
な
銘
記
も
あ
る
。
「
年
」
の
文
字
の
代
り
に
季
、
零
、
香
、
稔
、
天
、
暦
、
歳
、

載
、
祀
等
の
異
字
を
使
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
又
干
支
の
記
載
に
あ
た
っ
て
、
特

に
そ
の
異
名
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
大
阪
町
中
鐘
「
寛
永
十
一
閼
逢
闇
茂
季

秋
吉
日
」
銘
は
閼
逢
が
甲
、
闇
茂
が
戌
で
あ
る
。
ま
た
京
都
高
台
寺
「
旨
慶
長
十
一

年
柔
兆
敦
膵
小
春
藤
」
銘
は
柔
兆
が
丙
、
敦
膵
が
午
で
あ
る
。

年
号
の
中
で
私
年
号
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
、
と
き
に
あ
り
板
碑
等
に
多
く
梵
鐘

に
は
見
い
出
さ
な
い
。
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
地
方
的
に
存
し
た
も
の
で
、
泰
平

（
二
七
三
、
和
勝
（
二
九
○
）
、
迎
雲
（
二
九
九
）
、
白
禄
（
一
三
三
六
）
、

白
鹿
（
一
三
四
二
、
大
道
（
南
北
朝
）
、
天
靖
（
一
四
四
三
）
、
福
徳
（
一
四
九
○
）
、

弥
勒
（
一
五
○
六
）
、
命
禄
（
一
五
○
六
）
、
永
喜
（
一
五
二
六
）
、
宝
寿
（
不
明
）

等
が
見
ら
れ
る
。

次
に
『
月
次
の
記
載
形
式
』
を
考
察
す
る
と
、
正
月
、
二
月
、
三
月
、
四
月
と
記

載
す
る
も
の
が
最
も
普
通
で
あ
り
古
来
よ
り
九
割
ま
で
は
こ
の
形
式
で
あ
る
が
、
詩

的
名
称
と
も
い
え
る
月
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

高
松
市
法
泉
寺
「
元
徳
二
丁
午
青
陽
銘
は
孟
陽
、
正
陽
な
ど
と
同
様
、
青
陽
は
正

月
の
異
名
で
あ
る
。
鎌
倉
円
覚
寺
「
応
永
丁
丑
仲
春
日
」
銘
は
仲
陽
、
酎
春
な
ど
と

同
様
仲
春
は
二
月
の
異
名
で
あ
る
。
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山
口
県
正
法
寺
「
正
平
十
八
年
峰
沽
洗
初
八
日
」
（
本
学
資
料
に
は
な
い
）
鐘
銘
は

弥
生
、
墓
陽
な
ど
と
同
じ
沽
洗
は
三
月
の
異
名
で
あ
る
。

愛
知
県
蒲
郡
市
勝
善
寺
「
寛
喜
二
年
準
卯
月
三
日
」
銘
は
四
月
の
異
名
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
卯
月
の
文
字
は
他
の
月
の
異
名
よ
り
最
も
多
い
。
南
北
朝

以
降
室
町
、
桃
山
時
代
に
も
多
く
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。

大
阪
市
大
蓮
寺
「
干
時
寛
永
十
九
蚕
初
夏
二
十
五
日
」
銘
も
初
夏
、
首
夏
、
孟
夏
、

始
夏
、
維
夏
等
と
同
様
四
月
の
異
名
で
あ
る
。

『
越
後
の
古
鐘
』
に
越
後
浄
応
禅
寺
「
明
恵
第
参
榧
仲
夏
下
群
吉
日
」
銘
文
中
、
仲

夏
は
皐
月
、
梅
月
、
梅
夏
と
と
も
に
五
月
の
異
名
で
あ
る
。

大
阪
市
難
波
別
院
「
文
禄
五
鞆
暦
林
鐘
下
旬
第
四
日
」
銘
は
仲
呂
と
同
じ
く
十
二

律
の
一
つ
で
林
鐘
は
六
月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

京
都
市
引
接
山
寺
「
康
暦
元
年
紀
孟
秋
四
六
之
天
」
銘
は
桐
秋
、
蘭
秋
、
初
秋
、

新
秋
な
ど
孟
秋
は
七
月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
阪
市
本
覚
寺
「
正
保
第
二
乙
画
暦
仲
秋
中
旬
八
」
銘
は
葉
月
、
桂
月
、
秋
風
月
、

秋
半
、
季
秋
等
と
と
も
に
仲
秋
は
八
月
の
異
名
で
あ
る
。

滋
賀
県
来
迎
寺
「
元
亀
一
忌
年
菊
月
吉
日
」
銘
は
長
月
、
玄
月
、
祝
月
、
寝
覚
月

等
と
と
も
に
菊
月
は
九
月
の
異
名
で
あ
る
。

寝
屋
川
市
本
尊
寺
「
旨
寛
永
十
四
丁
丑
応
鐘
中
旬
」
銘
、
京
都
市
高
台
寺
「
音
慶
長

十
一
年
柔
兆
敦
鮮
小
春
…
…
」
銘
等
、
応
鐘
、
小
春
は
神
無
月
、
神
去
月
、
初
霜
月

な
ど
と
と
も
に
異
名
で
あ
る
。

山
梨
県
広
厳
院
「
嘉
暦
二
季
黄
鐘
廿
七
日
」
銘
、
愛
知
県
岡
崎
市
法
蔵
寺
「
明
応

七
稚
年
霜
月
十
七
日
」
銘
等
は
神
帰
月
、
仲
冬
な
ど
と
と
も
に
黄
鐘
、
霜
月
は
十
一

月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

山
梨
県
栖
雲
寺
「
延
文
己
亥
季
冬
廿
日
」
銘
、
大
阪
市
願
生
寺
「
音
貞
享
一
元
歳

大
呂
陽
日
」
銘
、
等
は
極
月
、
冷
月
、
春
待
月
な
ど
と
と
も
に
季
冬
、
大
呂
は
十
二

月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
月
の
異
名
が
年
間
を
通
し
て
一
番
多
い

の
が
目
に
つ
く
。

次
に
『
日
次
の
記
載
形
式
』
を
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
約

八
形
式
ぐ
ら
い
に
分
け
ら
れ
る
。

一
、
数
字
的
に
日
次
を
表
わ
し
た
も
の
、
例
え
ば
四
月
十
三
日
と
か
、
十
二
月
十

一
日
と
か
の
よ
う
に
数
字
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
古
来
よ
り
現
代
に
い
た
る
ま

で
銘
記
中
最
も
多
い
も
の
で
あ
る
。

二
、
数
学
的
日
次
と
干
支
と
を
兼
ね
合
わ
せ
た
も
の
、
「
十
三
日
壬
寅
」
（
妙
心
寺

鐘
）
は
数
字
的
に
何
日
と
あ
る
次
に
干
支
の
み
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
初
期

に
も
少
し
の
用
例
が
あ
り
、
室
町
時
代
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。
「
建
久
七

年
蹄
十
一
月
十
九
日
砂
（
佐
賀
健
福
寺
）
は
日
次
の
下
に
干
支
を
細
字
で
分
書
し
た

も
の
で
、
こ
の
例
は
平
安
中
期
に
多
い
。

三
、
唯
干
支
の
み
で
日
次
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
日
本
書
記
、
続
日
本
紀
の
記
載

は
い
づ
れ
も
こ
の
形
式
で
あ
る
が
、
銘
記
に
残
る
実
例
は
少
な
く
、
「
天
文
三
年
正

月
庚
甲
之
日
初
刻
」
（
足
利
学
校
孔
子
像
）
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

四
、
日
次
を
そ
の
異
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
朔
日
、
望
月
、
晦
日
、
初

日
、
生
何
日
、
結
制
日
、
解
制
日
、
彼
岸
、
時
正
等
の
銘
記
が
あ
る
。
「
青
永
仁
六

年
趣
孟
春
望
日
」
（
横
浜
市
東
漸
寺
）
と
あ
り
、
「
正
安
参
年
癖
八
月
初
七
日
」
（
鎌
倉

円
覚
寺
）
「
暦
応
三
年
犀
四
月
初
八
日
」
（
東
京
真
福
寺
）
と
あ
る
。
「
壬
申
元
鍾
一
年

結
制
後
十
一
日
」
（
静
岡
県
本
立
寺
）
、
「
大
歳
壬
申
正
慶
元
年
解
制
前
一
日
」
（
伊
宮

東
明
寺
）
（
本
博
物
館
に
は
な
い
）
と
あ
り
、
結
制
は
禅
宗
用
語
で
安
居
を
結
ぶ
こ
と
、
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解
制
は
そ
れ
を
解
く
こ
と
で
あ
る
。
安
居
は
禅
家
に
あ
っ
て
は
四
月
十
五
日
に
結
び
、

七
月
十
四
日
に
解
く
の
を
例
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
結
制
後
十
一
日
は
四
月
二
十
五

日
、
解
制
前
一
日
は
七
月
十
三
日
に
あ
た
る
。

五
、
十
日
宛
を
一
括
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
日
次
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
十
日
宛
を
一

括
す
る
言
葉
と
し
て
は
旬
、
瀞
、
涜
の
三
種
が
例
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
、

中
、
下
に
分
け
熟
字
と
し
て
第
十
日
ま
で
、
第
二
十
日
ま
で
、
第
三
十
日
ま
で
を
い

う
。
「
文
禄
五
砺
暦
林
鐘
下
旬
第
四
日
」
（
大
阪
市
難
波
別
院
）
「
永
和
丁
巳
三
月
下
瀞
」

（
山
梨
永
昌
院
）
、
「
旨
慶
長
十
一
年
兆
敦
詳
小
春
黙
」
（
京
都
高
台
寺
）
等
の
例
が
あ

る
。

六
、
吉
祥
的
の
文
字
に
よ
っ
て
日
次
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
銘
記
中
吉
日
、
吉
辰
、

吉
祥
日
、
如
意
日
、
如
意
珠
日
等
で
あ
る
。
「
元
亀
三
榧
年
菊
月
吉
日
」
（
大
津
来
迎
寺
）
、

「
文
禄
癸
巳
九
月
吉
辰
（
京
都
本
国
寺
）
、
「
音
慶
長
十
一
年
．
…
・
・
驍
」
（
京
都
高
台
寺
）
、

「
正
保
第
一
配
稔
吉
祥
日
」
（
高
槻
市
神
峯
山
寺
）
、
「
音
明
応
第
四
叱
穏
蜷
月
如
意
珠
日
）

（
豊
橋
市
大
平
寺
）
等
の
用
例
が
あ
る
。

七
、
日
時
を
指
示
す
る
限
定
詞
を
略
し
た
も
の
、
「
三
月
日
」
と
か
「
十
月
日
」

と
か
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
後
か
ら
記
入
し
よ
う
と
思
っ
て
記
入
を
忘
れ
た
と
も

見
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
が
多
く
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
始
め
か
ら
の
意
志
で
な
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
用
例
の
最
古
の
も
の
と
し
て
は
広
島
県
大
聖
院
「
治
承
元
季

函
一
月
日
」
鐘
銘
（
本
学
資
料
に
は
な
い
）
で
、
続
い
て
「
治
承
二
年
六
月
日
」
（
京

都
宿
院
極
楽
寺
）
（
供
亡
）
で
あ
る
。

本
学
資
料
例
と
し
て
は
「
承
元
四
年
庚
午
十
一
月
日
」
（
和
歌
山
金
剛
三
昧
院
）

の
例
が
あ
り
鎌
倉
時
代
に
こ
の
用
例
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

八
、
記
載
日
に
関
す
る
説
明
的
な
字
句
を
添
え
た
も
の
、
こ
の
用
例
は
多
く
は
見

当
ら
な
い
が
少
し
あ
る
。
暦
の
中
段
十
二
直
の
一
を
日
次
の
下
に
加
え
る
こ
と
が
銘

記
中
に
見
ら
れ
る
、
十
二
直
と
は
建
（
た
つ
）
、
除
（
の
そ
く
）
、
満
（
み
つ
）
、
平
（
た

い
ら
）
、
定
（
さ
た
ん
）
、
執
（
と
る
）
、
破
（
や
ふ
る
）
、
危
（
あ
や
ふ
）
、
成
（
な
る
）
、

収
（
お
さ
ん
）
、
開
（
ひ
ら
く
）
、
閉
（
と
つ
）
で
、
そ
の
日
の
吉
凶
を
指
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
戊
戊
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収
（
京
都
妙
心
寺
）
等
で
あ
る
。
そ
の
他
七

曜
な
ら
び
に
二
十
八
宿
の
一
つ
を
日
次
の
下
に
加
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

次
に
銘
記
中
に
干
支
や
数
字
に
異
字
を
用
い
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
干
支
に

異
字
を
用
い
た
も
の
で
は
景
、
康
、
美
、
。
、
井
等
が
あ
り
、
数
字
に
異
字
を
用
い

た
も
の
に
は
弐
、
参
、
二
、
一
二
、
伍
、
玖
、
拾
等
が
あ
る
。
又
年
次
の
上
に
音
、
維
、

維
時
、
時
也
、
干
時
等
の
文
字
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
「
音
永
仁
六
年
“
孟
春

望
日
」
（
横
浜
東
漸
寺
）
、
「
時
也
延
文
元
年
七
月
五
日
」
（
神
奈
川
清
浄
光
寺
）
、
「
千

時
寛
喜
巳
丑
」
（
大
阪
光
得
寺
）
等
の
例
が
あ
る
。

以
上
紀
年
銘
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
年
、
月
、
日
そ
の
他
順
を
お
っ
て
略
述
し
た

が
全
体
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
飛
鳥
白
鳳
時
代
の
も
の
に
は
「
戊
戊
年
四
月
十

三
日
壬
寅
収
」
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
干
支
を
主
体
に
し
て
お
り
、
年
号
の
制
定

の
な
い
時
代
、
あ
る
い
は
年
号
の
制
定
は
あ
っ
て
も
非
秩
序
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い

て
は
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
神
護
景
雲
四
年
九
月
十
一
日
」
の
よ
う
に
奈
良
時
代
に
入
っ
て
年
号
の
制
定
が

秩
序
正
し
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
干
支
を
除
い
て
い
る
。
し
か
し
干
支
を
記

入
し
て
い
る
も
の
も
多
く
、
古
文
書
類
に
は
数
字
的
記
載
が
多
く
、
金
石
文
等
永
久

性
を
要
す
る
も
の
に
は
干
支
を
合
わ
せ
た
も
の
が
多
い
、
平
安
初
期
に
は
奈
良
時
代

の
形
式
が
多
い
。

平
安
中
期
以
降
に
な
る
と
干
支
を
除
き
数
字
的
記
載
の
み
が
多
く
な
る
が
、
こ
れ

一
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は
泰
平
の
世
と
な
り
、
年
号
の
制
定
が
秩
序
を
保
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
思

わ
れ
る
、
又
一
方
干
支
と
数
字
を
合
わ
せ
た
形
式
と
し
て
「
永
暦
元
年
罐
九
月
廿
日
」
、

「
長
寛
二
年
鱸
七
月
二
日
・
…
・
・
」
の
ご
と
く
干
支
を
細
字
割
書
き
す
る
形
式
が
あ
ら

わ
れ
、
こ
れ
が
お
お
い
に
流
行
し
、
鎌
倉
中
期
ま
で
続
い
て
い
る
。
鎌
倉
末
期
は
五

山
文
学
の
影
響
、
絵
画
、
書
道
等
、
文
字
、
芸
術
の
進
取
的
思
考
に
よ
り
、
伝
統
に

と
ら
わ
れ
ず
諸
々
の
新
し
い
記
載
形
式
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
「
千
時
弘
安
第
七
岬

…
…
」
の
例
で
は
干
時
、
官
等
の
文
字
を
紀
年
の
上
に
冠
せ
た
り
、
弘
安
七
年
と
す

る
と
こ
ろ
を
更
に
第
の
字
を
加
え
弘
安
第
七
と
し
た
り
、
「
壬
申
元
健
一
年
結
成
後
十

一
日
」
の
例
で
は
、
正
月
、
二
日
等
数
字
的
月
名
以
外
に
結
制
後
の
よ
う
な
異
名
を

用
い
た
り
、
数
字
の
四
の
か
わ
り
に
手
二
二
等
の
異
字
を
用
い
て
い
る
・
「
嘉
暦
二

季
黄
鐘
廿
七
日
」
の
よ
う
に
年
の
代
り
に
「
季
」
と
書
き
、
十
一
月
の
異
名
と
し
て

「
黄
鐘
」
と
書
く
な
ど
単
調
を
複
雑
に
し
て
五
山
禅
僧
達
の
文
字
を
弄
ぶ
か
と
も
見

ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
反
面
、
寅
を
可
と
略
し
、
十
一
月
日
の
よ
う
に
省
略
き
れ
て

い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

次
い
で
南
北
朝
、
室
町
時
代
の
銘
記
は
大
体
に
お
い
て
鎌
倉
時
代
の
踏
襲
で
あ
る

が
、
干
支
が
再
び
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
混
乱
に
不
安
を
感
じ
た
時
代
相

の
反
映
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
室
町
末
期
に
福
徳
、
弥
勒
、
命
禄
、
永
喜
な
ど
の
私
年

号
が
現
わ
れ
た
の
も
足
利
幕
府
の
統
率
力
の
弱
さ
が
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江

戸
時
代
初
期
寛
永
時
代
に
な
る
と
天
下
泰
平
の
世
と
朱
子
学
を
初
め
と
す
る
国
学
の

勃
興
に
よ
り
、
異
名
、
異
称
、
異
体
文
字
等
が
再
び
多
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
寛
永
十
一
閼
逢
閾
茂
季
秋
吉
日
」
、
「
天
和
二
年
龍
輯
壬
戌
春
二
月
消
良
」
、
「
元
禄

五
旗
龍
舎
壬
申
秋
九
月
令
日
」
な
ど
の
例
で
あ
る
。

以
上
記
載
形
式
に
つ
い
て
述
べ
た
が
「
梵
鐘
」
に
関
し
て
の
名
称
と
か
異
称
と
い

わ
れ
る
も
の
が
存
し
て
い
る
。
「
鐘
」
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
の
梵
鐘
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
鐘
」
の
文
字
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
中
国
、
朝
鮮
に
多
く
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
奈
良
、
平
安
時
代
に
も

多
い
。
こ
れ
ら
鐘
、
鐘
に
当
時
の
学
問
的
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
単
な
る
一
字
に
は

満
足
せ
ず
種
々
な
形
容
の
一
宇
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
推
鐘
、
槌
鐘
、
撞
鐘
、

鳴
鐘
、
洪
鐘
、
等
で
あ
り
大
型
仏
器
ゆ
え
巨
鐘
、
大
鐘
、
巨
鋪
、
洪
鐘
、
梵
鐘
な
ど

が
あ
り
、
経
典
、
仏
具
よ
り
派
生
し
た
と
見
ら
れ
る
健
稚
、
乾
椎
な
ど
も
出
て
く
る
。

時
刻
の
役
目
も
し
た
の
で
時
鐘
、
報
鐘
等
も
例
が
あ
る
。
ま
た
小
型
の
釣
鐘
の
銘
に

小
鐘
、
半
鐘
、
範
鐘
、
飯
鐘
、
喚
鐘
な
ど
の
例
を
見
る
。

妙
心
寺
鐘
…
…
日
本
最
古
の
紀
年
銘
を
有
す
る
梵
鐘
と
し
て
古
来
よ
り
著
名
で
、

銅
鋳
製
で
あ
る
。
京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
に
存
す
る
。
総
高
一
五
○
・
○
四

口
径
八
六
・
○
四
鐘
身
内
部
の
下
端
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
縦
一
行
に
細

字
で
「
戊
戌
年
四
月
十
三
に
ち
壬
寅
収
糟
屋
評
造
舂
米
廣
國
鋳
鐘
」
と
い
う
一
三
文

字
の
銘
文
が
あ
り
、
戊
戌
年
す
な
わ
ち
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
に
福
岡
県
糟
屋

郡
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
形
が
口
径
に
比
し
て
鐘
身
が
高
く

胴
張
り
が
目
立
た
ず
、
吊
手
の
竜
頭
は
細
長
く
長
身
濡
酒
で
す
っ
き
り
し
た
雅
趣
で

あ
る
。
こ
れ
と
鐘
身
、
撞
座
な
ど
同
寸
同
形
の
も
の
が
観
世
音
寺
（
福
岡
）
に
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
口
は
同
一
工
房
で
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
き
れ

る
。
昭
和
二
六
年
六
月
国
宝
に
指
定
き
れ
た
。
も
と
嵯
峨
金
剛
院
に
伝
来
し
、
の
ち

妙
心
寺
に
移
き
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

梵
鐘
解
説

一
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興
福
寺
観
禅
院
鐘
…
…
奈
良
市
登
大
路
町
興
福
寺
に
存
す
る
奈
良
時
代
神
亀
四
年

（
七
二
七
）
の
紀
年
銘
を
も
つ
こ
と
で
著
名
で
、
形
姿
は
東
大
寺
鐘
と
同
様
、
高
き

に
比
し
て
口
径
が
大
き
く
、
鐘
身
が
太
目
の
系
統
に
属
す
る
。
銘
文
は
奈
良
朝
の
紀

年
銘
鐘
三
口
の
内
、
唯
一
の
陰
刻
銘
で
縦
帯
に
四
行
八
○
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
銘
文

ぴ
や
、
く
ろ
う

よ
り
神
亀
四
年
十
二
月
十
一
日
銅
四
千
斤
、
白
鐺
二
百
六
十
斤
を
使
っ
て
鋳
造
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
、
総
高
一
五
○
・
五
四
口
径
九
○
・
九
四
昭
和
二
七
年
十

一
月
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

織
田
神
社
鐘
…
…
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
○
）
の
紀
年
銘
を
も
つ
奈
良
朝
在
銘
鐘

三
口
の
一
口
。
福
井
県
丹
生
郡
織
田
町
に
存
す
る
。
総
高
一
○
九
・
八
亜
口
径
七

六
・
五
叫
銘
文
は
草
の
間
一
区
に
「
劔
御
子
寺
鐘
神
護
景
雲
四
年
九
月
十
一
日
」

と
陽
鋳
き
れ
る
が
書
体
は
素
朴
で
あ
る
。
鐘
は
素
朴
で
簡
素
な
作
風
が
み
う
け
ら
れ
、

鋳
造
技
術
も
無
造
作
で
洗
練
き
れ
た
感
覚
で
は
な
く
、
地
方
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
奈
良
期
の
紀
年
銘
を
も
つ
鐘
と
し
て
希
少
価
値
が
あ
る
。
昭
和
三
十

一
年
六
月
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

か
い
し
や

神
護
寺
鐘
…
…
古
来
「
三
絶
の
鐘
」
と
人
口
に
謄
炎
き
れ
た
貞
観
十
七
年
（
八
七

五
）
の
紀
年
銘
を
も
つ
著
名
な
梵
鐘
で
あ
る
。
三
絶
の
い
わ
れ
は
銘
文
の
序
と
学
者

た
ち
ぱ
な
の
ひ
ろ
み

と
し
て
名
高
い
橘
広
相
が
、
銘
は
菅
原
道
真
の
父
で
橘
広
相
の
師
に
あ
た
る
菅

こ
れ
よ
し

と
し
ゆ
き

原
是
善
が
選
し
、
書
は
能
筆
家
で
歌
人
の
藤
原
敏
行
と
い
っ
た
当
代
で
も
一
流
の
大

家
三
人
の
手
に
な
る
銘
文
を
も
つ
も
と
に
由
来
し
て
い
る
。
京
都
市
右
京
区
梅
ヶ
畑

高
尾
町
に
存
す
る
。
総
高
一
四
九
皿
口
径
八
○
・
三
四
池
の
間
に
四
区
全
面
に

わ
た
り
陽
鋳
銘
で
十
七
行
、
鐘
の
功
徳
を
う
た
い
、
形
式
・
内
容
と
も
に
後
世
の
鐘

銘
の
模
範
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
三
月
国
宝
に
指
定
き
れ
た
。

栄
山
寺
鐘
…
…
平
安
前
期
鐘
の
う
ち
、
銘
文
の
秀
逸
ざ
に
お
い
て
神
護
寺
の
「
三

絶
の
鐘
」
と
双
壁
を
な
す
と
い
わ
れ
、
和
鐘
に
成
立
上
、
頂
点
を
き
わ
め
た
頃
の
製

作
で
あ
る
。
も
と
山
城
深
草
の
道
澄
寺
鐘
で
、
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
鋳
造
さ
れ

た
。
奈
良
県
五
條
市
小
島
に
存
す
る
。
銘
文
は
池
の
間
四
区
全
面
に
三
二
行
に
わ
た

っ
て
陽
鋳
き
れ
た
堂
々
た
る
格
調
の
高
い
書
風
を
み
せ
る
も
の
で
、
こ
の
た
め
作
者

を
菅
原
道
真
、
書
を
小
野
道
風
と
す
る
伝
承
す
ら
生
れ
た
が
、
様
式
的
に
は
実
年
代

が
さ
ら
に
遡
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
総
高
一
五
七
・
四
皿
口
径
八
九
・
一
皿

こ
れ
は
額
装
に
仕
立
て
た
。
昭
和
二
七
年
三
月
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

圓
覺
寺
鐘
…
…
建
長
寺
鐘
【
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
鋳
造
】
と
並
び
称
さ
れ
る

鎌
倉
時
代
の
代
表
的
梵
鐘
で
あ
る
。
総
高
二
六
○
四
口
径
一
四
一
面
。
正
安
三
年

（
一
三
○
こ
八
月
鋳
造
き
れ
た
。
神
奈
川
県
鎌
倉
市
市
山
ノ
内
に
存
す
る
。
池
の

間
四
区
に
わ
た
っ
て
陰
刻
さ
れ
て
い
る
銘
文
は
第
二
区
と
第
四
区
の
大
文
字
が
双
鉤

か
ど
じ

体
（
籠
字
）
で
表
さ
れ
て
お
り
、
堂
々
と
し
て
雄
健
な
書
風
は
、
こ
の
大
鐘
に
ふ
さ

わ
し
い
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
に
よ
っ
て
こ
の
梵
鐘
は
圓
覺
寺
を
開
創
し

た
北
条
時
宗
の
子
、
北
条
氏
第
九
代
の
執
権
で
あ
っ
た
貞
時
が
大
檀
那
と
な
り
、
寄

捨
助
縁
善
信
一
千
五
百
人
と
共
に
寄
進
し
た
も
の
で
、
撰
文
は
西
澗
子
曇
、
鋳
物
師

は
物
部
国
光
で
、
正
安
三
年
（
一
三
○
一
）
八
月
に
鋳
造
さ
れ
、
八
月
十
七
日
巳
時

に
撞
き
初
め
た
こ
と
が
知
れ
る
。
鐘
銘
中
に
鋳
造
年
月
を
記
す
の
は
珍
し
く
な
い
が
、

鐘
楼
に
懸
け
、
撞
き
初
め
た
日
ま
で
記
載
す
る
例
は
稀
で
あ
る
。
昭
和
二
八
年
十
一

月
国
宝
に
指
定
き
れ
た
。

註
参
考
文
献
『
日
本
の
梵
鐘
』
坪
井
良
平
著
昭
和
四
五
年
角
川
書
店

『
国
宝
大
事
典
』
北
村
哲
郎
編
昭
和
六
一
年
講
談
社

『
史
泉
』
「
梵
鐘
拓
本
」
資
料
と
紀
年
銘
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
第
五

三
号
関
西
大
学
史
学
会
昭
和
五
四
年
三
月

一
一
一
一
一
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奈良県 興福寺勧善堂鐘銘（神亀四年） (727) 

木版69X24cm
①
 

京都府 妙心寺錨銘（文武二年） (698) 

67Xl8.5cm 
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福井県 織田神社鐘銘（神護景運四年） (770) 57X46cm 
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京都府 神護寺鐘銘（貞観十七年） (875) 32 X 159cm 
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奈良県 栄山寺鐘銘（延喜十七年） (917)木版34.5X207cm
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奈良県吉野郡天川村

金峯山寺鐘銘（天慶七年） (944) 39 X 36cm 

⑦
 

京都府 平等院鐘 129 X 67cm 

―
二
五
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⑨ 京都府 西本願寺鐘銘（元廣隆寺） 110X68cm 

⑩ 島根県 鰐淵寺鐘銘（器永二年） (1849) 35. 5 X 80cm 

七



⑪ 大阪府平野 長賓尼寺鐘銘（建久二年） (1191) 56 X 63. 5cm 

八



⑫ 大阪府 光徳寺鐘銘（寛喜元年） (1229) 34 X 128cm 

九



⑬ 兵庫県 浄橋寺鐘銘（寛元二年） (1244) 103 X 92cm 

⑭ 奈良県郡山 金剛山寺鐘銘（寛元四年） (1246) 72X87cm 二―
1
0



⑮ 神奈川県 常楽寺鐘銘（賽治二年） (1248) (1) 59 X 91cm 

神奈川県 常楽寺鐘銘（賓治二年） (1248) (2) 59 X 91cm 



⑮ 浄土寺鏑銘（貞和五年） (1139) 77 X 86. 5cm 

⑰ 埼玉県川越 養壽院鐘銘（文応元年） (1260) 52X48cm 
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⑱ 奈良県 東大寺真言院鐘銘（文永元年） (1264) 42X37cm 

⑲ 和歌山県 金剛峯寺鐘銘（元河内教興寺鐘）（弘安三年） (1280) 58X77cm 

~ 



⑳ 滋賀県 蓮華寺錐銘（弘安七年） (1284) 49 X 92. 5cm 

⑪ 京都府 華光寺鐘銘（元岩辺寺鐘）（正応元年） (1288) 43 X 60cm 

一
三
四



⑫ 大阪府 慈光寺鐘銘（正応五年） (1292) 43 X 60cm 

⑬ 神奈川県海老名市 國分尼寺鐘銘（正応五年） (1292) 48. 5 X 118cm 

一
三
五 ⑭ 神奈川県 東漸寺鏑銘（永仁六年） (1298) 52. 5 X 96cm 



⑮ 神奈川県 圃登寺鐘銘（正安三年） (1301) 142 X 68cm 

⑳ 神奈川県 妙光寺鏑銘（元松柏万年寺鐘）（正中二年） (1325) 47 X 152cm 

六



⑰ 山梨県 廣厳院鎧銘（元初狩妙公寺鏑）（嘉歴二年） (1327) 76 X 68cm 

⑳ 千葉県 滝水寺鐘銘（建武五年） (1338) 41 X 52cm 
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⑳ 神奈川県鎌倉市山内 東慶寺鐘銘（観応元年）(1350) 49. 5 X 119. 5cm 
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⑳ 神奈川県藤沢市 清浄光寺鏑銘（延文元年） (1356) 60 X 198cm 
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⑪ 京都府

::::1 

妙満寺鐘銘（元道成寺鐘） 77X4lcm 
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⑫ 東京都 浅草寺鐘銘（安徳四年）(1183) 木版39Xl72cm
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